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１　

条
例
制
定
の
背
景

兵
庫
県
で
は
24
年
前
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
発

生
し
、
６
４
０
０
名
超
も
の
尊
い
命
が
奪
わ
れ
ま
し

た
。
直
下
型
地
震
で
、
比
較
的
高
齢
化
が
進
ん
だ
密

集
市
街
地
域
で
発
生
し
た
こ
と
か
ら
、
県
内
死
者
の

う
ち
、
約
半
数
が
65
歳
以
上
の
高
齢
者
で
し
た
。
ま

た
、
東
日
本
大
震
災
で
は
、
地
域
に
よ
っ
て
状
況
は

異
な
る
も
の
の
、
宮
城
県
で
は
障
害
者
の
死
亡
率
が

全
体
の
死
亡
率
の
約
２
倍
強
に
達
し
て
い
ま
す
（
立

木
２
０
１
５
）。
高
齢
者
や
障
害
者
に
犠
牲
が
集
中

す
る
傾
向
は
変
わ
ら
ず
、
平
成
30
年
７
月
豪
雨
災
害

に
お
い
て
も
、
岡
山
県
倉
敷
市
（
真
備
町
）
で
は
、

自
宅
で
２
階
に
上
が
る
垂
直
避
難
す
ら
で
き
ず
、
多

数
の
高
齢
者
が
亡
く
な
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す

（
中
央
防
災
会
議
２
０
１
８
）。
在
宅
医
療
・
介
護
や

障
害
者
支
援
施
設
等
か
ら
の
地
域
移
行
が
進
む
中
、

地
域
で
暮
ら
す
高
齢
者
や
障
害
者
の
数
は
今
後
も
増

え
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
避
難
行
動
要
支

援
者
の
防
災
対
策
は
、
喫
緊
の
課
題
で
す
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
ひ
ょ
う
ご
防
災
減
災
推
進

条
例
」（
平
成
29
年
３
月
施
行
。
以
下
「
条
例
」
と

い
う
。）
は
全
６
条
で
構
成
す
る
コ
ン
パ
ク
ト
な
も

の
で
す
。
災
害
対
策
基
本
法
の
改
正
（
平
成
25
年
）

を
受
け
、
市
町
村
長
に
作
成
が
義
務
付
け
ら
れ
た
避

難
行
動
要
支
援
者
名
簿
に
つ
い
て
、
避
難
支
援
等
関

係
者
に
事
前
提
供
を
促
す
こ
と
等
を
主
た
る
目
的
と

す
る
も
の
で
、
防
災
対
策
を
総
合

的
に
網
羅
し
た
、
い
わ
ゆ
る
防
災

基
本
条
例
に
相
当
す
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
自
発
的
な
自
助
・

共
助
・
公
助
の
取
組
を
尊
重
す
る

と
い
う
立
場
か
ら
、
県
民
等
に
新

た
な
義
務
を
課
す
も
の
で
は
な

く
、
ま
た
、
法
の
規
定
を
上
乗
せ
・

横
出
し
（
塩
野
２
０
１
５
）
す
る

も
の
で
も
な
い
た
め
、
新
た
な
条
例
を
制
定
す
る
の

で
は
な
く
、
既
存
の
「
ひ
ょ
う
ご
安
全
の
日
を
定
め

る
条
例
」（
平
成
17
年
）
を
改
正
す
る
と
い
う
形
式

を
採
り
ま
し
た
。

２　

条
例
の
内
容

前
文
に
お
い
て
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
な
っ
た
都
市
生
活
の
脆
弱
さ
や
効
率
・
成

長
重
視
の
考
え
方
を
反
省
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
経

験
と
教
訓
を
「
伝
え
る
」「
活
か
す
」
こ
と
と
、
今

後
の
災
害
に
「
備
え
る
」
こ
と
の
重
要
性
を
自
覚
し
、

防
災
減
災
の
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
を
受
け
る
形
で
、
第
１
条
に
お
い
て
、

安
全
安
心
な
社
会
づ
く
り
を
期
す
る
日
と
し
て
、
震

災
が
起
き
た
１
月
17
日
を
「
ひ
ょ
う
ご
安
全
の
日
」

に
定
め
る
と
規
定
し
て
い
ま
す
。
続
く
第
２
条
か
ら

第
６
条
に
お
い
て
、
県
・
市
町
・
事
業
者
・
自
主
防

災
組
織
等
・
県
民
等
の
取
組
を
各
々
列
挙
す
る
と
い

【条例制定の事例】
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う
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。

県
の
取
組
と
し
て
、
防
災
減
災
の
取
組
推
進
体
制

の
整
備
や
創
造
的
復
興
の
成
果
の
発
信
等
（
第
２

条
）、
事
業
者
の
取
組
と
し
て
、
事
業
継
続
計
画
の

策
定
や
物
資
提
供
協
定
の
締
結
等
（
第
４
条
）、
県

民
等
の
取
組
と
し
て
、
災
害
時
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
等
（
第
６
条
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
て

い
ま
す
。
な
お
、
改
正
前
の
条
例
で
は
、
県
と
県
民

の
取
組
だ
け
を
取
り
上
げ
て
い
ま
し
た
。

ポ
イ
ン
ト
は
、
市
町
と
自
主
防
災
組
織
等
の
取
組

を
定
め
た
第
３
条
及
び
第
５
条
で
す
。
災
害
の
発
生

に
備
え
、
あ
ら
か
じ
め
避
難
支
援
等
関
係
者
に
避
難

行
動
要
支
援
者
名
簿
を
提
供
す
る
に
は
、
原
則
と
し

て
、
被
登
載
者
の
同
意
が
必
要
で
す
が
、
災
害
対
策

基
本
法
第
49
条
の
11
第
２
項
た
だ
し
書
に
よ
り
、「
当

該
市
町
村
の
条
例
（
以
下
「
市
町
条
例
」
と
い
う
。）

に
特
別
の
定
め
が
あ
る
」
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
本
県
の
調
査
に
よ
る
と
、
県
内
市
町

が
要
支
援
者
に
対
し
て
名
簿
情
報
の
提
供
に
つ
い
て

照
会
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
同
意
・
不
同
意
の
意
思
表

示
が
な
い
者
が
３
割
強
に
及
ん
で
い
ま
す
。
名
簿
登

載
者
数
が
43
万
人
を
超
え
る
中
、
意
思
表
示
が
な

か
っ
た
一
人
ひ
と
り
に
改
め
て
確
認
を
行
う
こ
と
は

非
現
実
的
で
す
。
市
町
条
例
の
制
定
等
を
行
う
こ
と

で
、
意
思
表
示
が
な
い
者
を
、
提
供
に
「
同
意
し
た
」

と
推
定
で
き
る
こ
と
は
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
だ
し
書
の
活
用
を
促
す
た
め
、
市
町
の
取

組
と
し
て
、
第
３
条
に
「
特
別
の
定
め
を
設
け
る
条

例
を
制
定
す
る
等
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な

措
置
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
は
各
市
町
に
お
い
て

判
断
・
実
施
す
る
も
の
（
宇
賀
２
０
１
８
）
で
あ
る
た

め
、
条
例
制
定
の
義
務
付
け
ま
で
の
強
制
力
を
持
た

せ
る
こ
と
は
技
術
的
に
も
難
し
く
、
市
町
に
は
こ
の

規
定
を
根
拠
と
す
る
技
術
的
助
言
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
大
規
模
災
害
の
度
に
注
目
を
集
め
る
避
難

の
た
め
の
個
別
計
画
（
以
下
「
計
画
」
と
い
う
。）

に
つ
い
て
は
、
災
害
対
策
基
本
法
上
の
法
定
事
項
で

は
な
く
、
内
閣
府
の
指
針
で
作
成
が
推
奨
さ
れ
て
い

る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
（
内
閣
府
２
０
１
３
）。
加
え
て
、

計
画
の
作
成
に
は
相
応
の
作
業
量
を
要
す
る
こ
と
か

ら
、全
国
的
に
も
作
成
状
況
は
芳
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
第
５
条
に
お
い
て
、
自
主
防
災
組
織
等
は

「
個
別
の
支
援
計
画
の
策
定
及
び
当
該
計
画
に
基
づ

く
防
災
訓
練
等
に
取
り
組
む
も
の
と
す
る
」
と
の
一

文
を
入
れ
、
計
画
の
作
成
を
始
め
、
地
域
で
避
難
支

援
に
取
り
組
む
べ
き
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
要
支
援
者
の
避
難
支
援
は
地
域
で
協
力
し

合
い
、自
主
的
に
取
り
組
む
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
規
定
に
も
強
制
力
は
あ
り
ま
せ
ん
。
計
画
の
作

成
を
条
例
で
喚
起
す
る
こ
と
に
、
意
義
が
あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
大
枠
上
は
防
災
減
災
に
取
り
組
む

各
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
役
割
規
定
を
列
挙
す
る
条
例
で
す

が
、
①
市
町
に
条
例
制
定
等
の
措
置
を
促
す
、
②
自

主
防
災
組
織
等
に
個
別
支
援
計
画
の
作
成
を
促
す
、

と
い
う
点
に
、制
定
（
改
正
）
の
狙
い
が
あ
り
ま
す
。

条
例
の
検
討
過
程
で
は
、
県
民
や
関
係
団
体
、
県

会
議
員
等
か
ら
様
々
な
意
見
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

代
表
的
な
も
の
で
は
、
保
守
的
な
視
点
か
ら
、
同
居
・

別
居
を
問
わ
ず
、
家
族
の
責
任
を
強
調
す
べ
き
で
は

な
い
か
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
災
害
に
備
え

る
に
は
家
族
の
支
援
を
含
む
自
助
が
欠
か
せ
な
い
こ

と
は
確
か
で
、
同
居
の
場
合
は
家
族
で
避
難
方
法
等

に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
こ
と
が
、
別
居
の
場
合
は

家
族
が
近
隣
住
民
に
い
ざ
と
い
う
時
に
備
え
て
支
援

の
依
頼
を
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
が
必
要
に
な
る
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
老
老
介
護
の
家
庭
や
、
医
療
的

ケ
ア
を
要
す
る
重
症
心
身
障
害
児
者
等
、
同
居
の
家

族
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
何
ら
か
の
事
情
で
家
族
関
係
が
破
綻
し
、
24

時
間
の
重
度
訪
問
介
護
を
利
用
し
な
が
ら
一
人
暮
ら

し
を
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
一
概
に
家
族

の
責
任
を
問
う
こ
と
は
難
し
く
、
様
々
な
場
面
を
区

分
・
想
定
し
た
記
述
が
必
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、
広

い
概
念
に
は
な
り
ま
す
が
、
県
民
等
の
取
組
（
第
６

条
）
に
あ
る
「
人
と
人
と
が
支
え
合
う
地
域
社
会
づ

く
り
に
資
す
る
活
動
」
と
い
う
文
言
で
包
含
さ
せ
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。

ま
た
、
避
難
支
援
者
を
ど
う
確
保
す
る
の
か
と
い

う
論
点
も
あ
り
ま
し
た
。
自
治
会
長
や
民
生
委
員
だ
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け
で
な
く
、
意
識
啓
発
を
通
じ
て
支
援
者
の
拡
大
を

図
る
こ
と
が
重
要
で
す
が
、
特
定
の
者
に
過
度
な
責

任
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
地
域
全
体
で
支
援
す

る
こ
と
に
つ
な
が
ら
な
い
、
不
在
時
に
対
応
で
き
な

い
等
の
意
見
も
あ
り
ま
す
。
条
例
上
は
支
援
者
に
関

す
る
特
別
な
規
定
は
設
け
ず
、事
例
を
幅
広
く
集
め
、

地
域
に
応
じ
た
支
援
方
法
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

３　

条
例
に
基
づ
く
取
組
状
況

本
県
で
は
条
例
の
規
定
を
具
体
化
す
る
も
の
と
し

て
、
支
援
指
針
と
計
画
作
成
の
手
引
き
、
取
組
事
例

集
を
作
成
し
、
市
町
や
自
主
防
災
組
織
等
に
配
布
し

て
い
ま
す
。
支
援
指
針
で
は
、
①
仙
台
防
災
枠
組
に

よ
り
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
防
災
の
概
念
が
明
示
さ
れ
た

こ
と
、
②
障
害
者
差
別
解
消
法
に
よ
り
行
政
に
よ
る

合
理
的
配
慮
の
提
供
が
義
務
付
け
ら
れ
た
こ
と
、
③

熊
本
地
震
に
お
い
て
避
難
所
で
の
配
慮
不
足
等
か
ら

居
場
所
を
失
い
、
車
中
泊
等
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
に

よ
る
関
連
死
が
多
数
発
生
し
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、

「
要
配
慮
者
本
位
で
の
支
援
の
推
進
」「
防
災
と
福
祉

の
連
携
強
化
」「『
つ
な
が
り
で
守
る
』
支
え
合
い
社

会
の
実
現
」
等
を
、
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
掲
げ

て
い
ま
す
。

な
お
、
市
町
条
例
等
の
措
置
状
況
で
す
が
、
県
内

41
市
町
の
う
ち
、
11
市
町
が
対
応
を
済
ま
せ
て
い
ま

す（
平
成
31
年
１
月
現
在
）。
措
置
率
は
26
・
８
％
で
、

調
査
報
告
書
（
消
防
庁
２
０
１
８
）
を
参
照
す
る
と
、

全
国
１
位
と
な
り
ま
す
（
調
査
時
点
で
は
対
応
済
み

が
９
市
町
で
あ
っ
た
た
め
、報
告
書
上
で
は
秋
田
県
、

島
根
県
、宮
崎
県
に
次
ぐ
全
国
４
位
）。内
訳
と
し
て
、

８
市
町
が
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の
提
供
に
特
化

し
た
条
例
を
制
定
し
、
３
市
町
が
個
人
情
報
保
護
審

議
会
か
ら
名
簿
提
供
を
認
め
る
答
申
を
得
て
い
ま

す
。
特
化
条
例
を
選
択
し
た
８
市
町
の
う
ち
、
明
石

市
の
み
が
、
拒
否
の
申
出
が
な
い
限
り
、
無
条
件
で

名
簿
情
報
を
提
供
す
る
と
い
う
強
制
力
の
高
い
条
文

構
成
を
行
っ
て
い
ま
す
（
原
則
提
供
型
）。
そ
の
他

の
市
町
は
、
事
前
照
会
で
不
同
意
の
意
思
表
示
が
な

か
っ
た
場
合
に
限
り
推
定
同
意
を
行
う
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
（
事
前
照
会
型
）。
長

野
県
茅
野
市
の
よ
う
な
、
一
部
組
織
（
警
察
等
）
に

限
り
強
制
的
に
提
供
す
る
と
い
う
、
両
タ
イ
プ
を
組

み
合
わ
せ
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
の
条
例
は
あ
り
ま
せ

ん
（
図
表
参
照
）。

も
っ
と
も
、
市
町
条
例
の
制
定
等
は
、
要
支
援
者

対
策
を
進
め
る
た
め
の
手
段
の
一
つ
に
過
ぎ
ま
せ

ん
。
実
際
、
改
善
し
て
は
い
る
も
の
の
、
本
県
の
名

簿
情
報
提
供
率
は
27
・
５
％
に
過
ぎ
ず
、
全
国
順
位

は
40
位
で
す
（
消
防
庁
２
０
１
８
）。
ま
た
、
計
画

作
成
率
も
一
割
未
満
で
、
北
関
東
か
ら
新
潟
に
か
け

て
の
先
進
地
域
と
比
較
し
、見
劣
り
し
て
い
ま
す（
立

木
２
０
１
８
）。
手
段
を
整
え
て
終
わ
り
で
は
な
く
、

明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
て
施
策
展
開
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

４　

課
題
と
展
望

計
画
作
成
が
進
ま
な
い
理
由
に
は
、
次
の
三
点
が

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

第
一
に
、
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
の
精
度
の
問

題
で
す
。
本
県
で
は
全
市
町
で
名
簿
の
作
成
は
完
了

し
て
い
ま
す
が
、手
上
げ
方
式
に
よ
る
も
の
が
多
く
、

独
居
と
い
う
理
由
だ
け
で
登
載
さ
れ
た
元
気
な
高
齢

者
、
逆
に
、
手
を
挙
げ
損
ね
て
登
載
漏
れ
し
た
強
度

行
動
障
害
者
等
、
過
不
足
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
人

口
の
２
割
以
上
を
登
載

し
、
過
剰
に
膨
ら
ん
だ

名
簿
を
前
に
、
手
が
付

け
ら
れ
な
い
状
態
に

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も

あ
り
ま
す
。
市
町
に
は

名
簿
の
精
査
を
促
す
と

と
も
に
、
特
に
高
齢
者

は
状
況
の
変
化
も
大
き

い
た
め
、
名
簿
の
更
新

頻
度
を
高
め
る
こ
と
を

要
請
し
て
い
ま
す
。

第
二
に
、
自
主
防
災

組
織
等
が
名
簿
情
報
の

受
取
を
拒
む
と
い
う
問

題
で
す
。
名
簿
に
は
要

介
護
度
や
障
害
支
援
区

類型区分 該当数 市町名

特化条例

原則提供型 1 明石市

事前照会型 7 神戸市、三田市、加東市、加古川市、
福崎町、豊岡市、香美町

ハイブリッド型 0
個人情報保護審議会等の答申 3 高砂市、たつの市、佐用町

図表　県内市町による措置状況
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分
等
の
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
個
人
情
報
が
含
ま
れ
る
た

め
、
そ
の
管
理
等
に
抵
抗
感
が
あ
る
こ
と
に
加
え
、

名
簿
情
報
を
受
け
取
る
こ
と
は
避
難
支
援
の
責
任
転

嫁
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
あ
る
か
ら
で
す
。
役

員
の
高
齢
化
が
進
み
、
な
り
手
不
足
の
中
、
こ
れ
以

上
の
負
担
は
引
き
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う
事
情
も
あ

る
よ
う
で
す
。
粘
り
強
く
制
度
の
趣
旨
を
説
明
し
、

理
解
を
得
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

第
三
に
、
実
効
性
の
あ
る
計
画
を
作
成
す
る
難
易

度
が
高
い
と
い
う
問
題
で
す
。
条
例
上
、
計
画
作
成

の
担
い
手
を
自
主
防
災
組
織
等
と
位
置
付
け
て
い
ま

す
が
、
必
ず
し
も
福
祉
に
対
す
る
理
解
が
十
分
で
は

な
く
、
ま
た
、
認
知
症
高
齢
者
や
障
害
者
に
接
し
た

経
験
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
加
え
て
、

仙
台
防
災
枠
組
で
高
齢
者
や
障
害
者
の
エ
ン
パ
ワ
メ

ン
ト
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
要
支
援
者

の
防
災
力
（
災
害
へ
の
対
応
能
力
や
防
災
意
識
、
平

常
時
の
備
え
等
の
総
合
的
な
自
助
）
を
ア
セ
ス
メ
ン

ト
し
、
自
分
で
で
き
る
こ
と
・
配
慮
を
要
す
る
こ
と

を
把
握
し
た
上
で
、
適
切
な
避
難
支
援
の
在
り
方
を

検
討
し
、
計
画
に
落
と
し
込
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

特
に
第
三
の
課
題
に
関
し
、
要
支
援
者
の
心
身
状

況
等
を
熟
知
し
た
介
護
支
援
専
門
員
（
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
）
や
相
談
支
援
専
門
員
が
、
自
主
防
災
組
織

等
に
よ
る
計
画
作
成
に
協
力
で
き
る
仕
組
み
が
構
築

で
き
な
い
か
検
討
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
ケ

ア
プ
ラ
ン
や
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
を
作
成
す
る
際

に
、
自
主
防
災
組
織
等
も
加
わ
り
、
併
せ
て
計
画
も

仕
上
げ
る
こ
と
で
、
平
常
時
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
延

長
上
で
、
災
害
時
の
避
難
支
援
も
考
え
て
い
こ
う
と

い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
平
常
時
の
福
祉
と

災
害
時
の
防
災
が
非
連
続
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、
本
来
は
互
い
に
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
で
す
。
介
護
保
険
と
障
害
者
自
立
（
総
合
）
支

援
サ
ー
ビ
ス
の
成
立
に
よ
り
、「
介
護
の
社
会
化
」

が
実
現
し
た
も
の
の
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
要
支

援
者
を
見
守
る
機
会
が
減
少
し
た
こ
と
で
、
災
害
時

に
そ
の
存
在
や
支
援
方
法
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
現

象
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
大
分
県
別
府
市
で
同
様
の
取

組
を
実
施
す
る
立
木
茂
雄
教
授
（
同
志
社
大
学
）
の

助
言
を
得
て
、篠
山
市
（
高
齢
）
と
播
磨
町
（
障
害
）

で
モ
デ
ル
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
モ
デ
ル
事
業

で
は
、
国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー
が
開
発
し
た
「
障
害
者
の
災
害
対
策
チ
ェ
ッ
ク

キ
ッ
ト
」
を
用
い
て
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
い
、
要
支

援
者
本
人
、
家
族
、
自
主
防
災
組
織
、
福
祉
関
係
者
、

行
政
・
社
協
職
員
等
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
な

が
ら
計
画
を
作
成
し
、
防
災
訓
練
で
そ
の
検
証
を
行

い
ま
し
た
。
こ
の
一
連
の
業
務
を
行
う
た
め
、
兵
庫

県
社
会
福
祉
士
会
及
び
人
と
防
災
未
来
セ
ン
タ
ー
に

よ
る
協
力
の
下
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
等
に
対
す
る
防

災
対
応
力
向
上
研
修
（
計
画
作
成
ス
キ
ル
等
の
習

得
）、自
主
防
災
組
織
に
対
す
る
福
祉
理
解
研
修
（
障

害
特
性
等
の
理
解
促
進
）、
市
町
職
員
に
対
す
る
実

務
研
修
（
自
主
防
災
組
織
と
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
等
を

つ
な
ぐ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
能
力
等
の
習
得
）
を
実
施

し
ま
し
た
。

モ
デ
ル
事
業
の
手
応
え
は
感
じ
て
い
ま
す
が
、
課

題
も
あ
り
ま
す
。
計
画
作
成
が
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
等

の
本
来
職
務
で
は
な
い
中
、
ど
こ
ま
で
協
力
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
報
酬
を
ど
う
す
る
の
か
。

ま
た
、
避
難
所
生
活
に
も
引
き
継
げ
る
ほ
ど
の
質
の

高
い
内
容
に
仕
上
が
り
ま
す
が
、
そ
の
分
、
作
成
に

は
時
間
を
要
し
ま
す
。
今
後
は
こ
れ
ら
を
検
証
し
、

ワークショップ（ケース会議）の様子
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エ
ビ
デ
ン
ス
を
整
え
た
上
で
、
内
閣
府
や
厚
生
労
働

省
に
対
す
る
制
度
化
の
働
き
掛
け
を
検
討
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
希
薄
化
や
高
齢
化
が
進
む

中
、
要
支
援
者
対
策
に
は
分
野
横
断
的
な
取
組
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
高
齢
者
の
医
療
・
介
護
連
携
だ

け
が
着
目
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
を
、
災
害
対
応
を
含
め
た
も
の
と
し
て
発
展
さ

せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
全
て
の
者
が
「
我
が
事
・

丸
ご
と
」（
厚
生
労
働
省
２
０
１
７
）の
意
識
を
持
ち
、

地
域
共
生
社
会
を
創
り
上
げ
て
い
く
こ
と
が
、
要
支
援

者
の
命
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
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